
【紙申請】死亡等届出書 提出書類及び注意事項
・提出方法
提出窓口 県庁建築住宅課又は各振興局建設部
提出部数 正本1通
備考 書類の控えが必要な場合は、部数に副本1通を加算。（窓口で受付印を押印して返却します。）郵送の場合は

返信用封筒を同封。

・チェックリスト
提出書類 確認事項等

・宅地建物取引士死亡等届出書 1．△（死亡の場合）戸籍抄本
・宅地建物取引士証返納届（取引士 2．△（破産の場合）裁判所の破産手続き開始の決定書
証の交付を受けている場合のみ） 3．△（禁固以上の刑または所定の罰金刑に処せられた場合）

裁判所の判決書等
4．〇宅地建物取引士証（取引士証の交付を受けている場合のみ）
※宅地建物取引士証を探しても見当たらない場合

委任状 代理人による申請の場合に必要。任意様式。
代理人の本人確認書類

　注1　添付書類中、官公庁の証明書類は発行日から3か月以内のもの。
 　　2　死亡等届出書はその事実の生じた日等から30日以内に届け出てください。

  　各書面の符号の意味△＝官公庁の証明〇＝手元保管又は各自作成

必要書類等

取引士の死亡等

代理人の顔写真付きの身分証明書の写し（運転免許証、パスポート、
マイナンバーカード（表面）、行政書士証等）

〇取引士証の亡失・滅失状況届※警察に届け出た場合には、届け出た
内容（届出日、警察署名、受理番号）を記入してください。


